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「市有地売却媒介制度の概要」  

 

１  制 度 の 概 要  

  柏 市 が ， 大 室 東 地 区 内 の 市 有 地 売 却 に あ た り ， あ ら か  

 じ め 市 と 媒 介 に 関 す る 協 定 を 締 結 し た 宅 地 建 物 取 引 業 団  

 体 （ 以 下 団 体 ） に 土 地 売 買 の 媒 介 を 依 頼 し ， 所 属 す る 宅  

 地 建 物 取 引 業 者 の 媒 介 に よ り 売 買 契 約 が 成 立 し た 際 に は  

 市 が 媒 介 業 者 に 対 し 媒 介 手 数 料 を 支 払 う も の で す 。  

 

２  対 象 物 件  

  大 室 東 地 区 に 存 す る 市 有 地 の う ち ， 市 か ら の 媒 介 依 頼  

 の あ っ た も の を 対 象 と し ま す 。  

 

３  媒 介 協 定 締 結 団 体  

  一 般 社 団 法 人  千 葉 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会  

  

４  媒 介 手 数 料 の 額  

土 地 代 金  手 数 料 の 割 合  

２ ０ ０ 万 円 以 下  １ ０ ０ 分 の ５  

２ ０ ０ 万 円 超 ４ ０ ０ 万 円 以 下  １ ０ ０ 分 の ４  

４ ０ ０ 万 円 超 ５ ，０ ０ ０ 万 円 以 下  １ ０ ０ 分 の ３  

５ ， ０ ０ ０ 万 円 超  １ ０ ０ 分 の ２  

 ・ 媒 介 報 酬 の 額 は 、 物 件 ご と の 市 有 地 売 却 価 格 を 上 の 表  

  の 左 欄 に 掲 げ る 金 額 の 区 分 に 応 じ ， そ れ ぞ れ 同 表 の 右  

  欄 に 掲 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 合 計 し た 金 額 （ 千  

  円 未 満 の 端 数 は 切 捨 て ） と し ま す 。  

 ・ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 課 税 業 者 に あ っ て は ， 消 費 税  

  法 等 に 基 づ き 上 記 額 に 加 算 す る も の と し ま す 。  

 ・ 土 地 代 金 の 全 額 納 入 及 び 登 記 完 了 確 認 後 に 支 払 い ま す 。 

 ・ 媒 介 業 者 の 買 主 か ら の 報 酬 ， 手 数 料 の 請 求 は で き な い  

  も の と し ま す 。  
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５  媒 介 制 度 の 手 順  

 

① 柏 市 と 団 体 が 媒 介 に 関 す る 協 定 を 締 結  

 

② 市 が 団 体 へ 媒 介 依 頼 ， 団 体 は 会 員 へ 媒 介 依 頼 内 容 を 周 知  

 

③ 媒 介 業 者 が 購 入 希 望 者 を 確 認  

 市 と 会 員 媒 介 業 者 に よ る 媒 介 契 約 締 結 ， 媒 介 業 者 は 媒 介

申 請 書 と 購 入 希 望 者 か ら の 買 受 申 請 書 を 市 へ 提 出  

 

 

 

④ 市 と 買 主 が 売 買 契 約 締 結 ， 売 買 代 金 納 入  

 

 

 

⑤ 市 が 売 買 代 金 納 入 及 び 登 記 申 請 書 に 添 付 す る 書 面 の 提 出

を 確 認 後 ， 所 有 権 移 転 登 記 （ 嘱 託 登 記 ）  

 

 

⑥ 所 有 権 移 転 登 記 完 了 後 ， 媒 介 業 者 は ， 市 へ 媒 介 手 数 料 の

支 払 い を 請 求  

 

 

⑦ 市 が 媒 介 業 者 へ 媒 介 手 数 料 を 支 払 い  
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① 市 有 地 売 却 の 媒 介 に 関 す る 協 定 の 締 結  

 別 紙 １ 「 市 有 地 売 却 媒 介 業 務 協 定 書 」  

 別 紙 ２ 「 市 有 地 売 却 媒 介 業 務 運 営 規 則 」  

 

② 市 有 地 売 却 の 媒 介 依 頼 等  

 様 式 第 １ 号 「 市 有 地 売 却 媒 介 依 頼 書 」 に て 市 が 団 体 に 媒  

 介 を 依 頼 し た 後 ， 団 体 は 所 属 会 員 へ 情 報 を 周 知 す る こ と   

 に よ り 媒 介 を 開 始 し ま す 。  

 市 が 媒 介 を 中 止 等 す る 場 合 に は 速 や か に 団 体 へ 通 知 を す  

 る も の と し ， 団 体 は そ の 旨 所 属 会 員 へ 周 知 し て く だ さ い 。 

 

③ 媒 介 契 約 の 締 結  

 買 受 希 望 者 の 購 入 意 思 を 確 認 し た 場 合 に は ， 市 に 対 し 事  

 前 に 購 入 目 的 （ 利 活 用 内 容 ） の 連 絡 及 び 対 象 物 件 に 先 約  

 が 無 い こ と を 確 認 し て く だ さ い 。  

 契 約 は ， 様 式 第 ２ 号 「 市 有 地 売 却 媒 介 契 約 書 」 に よ り 行  

 い ， 様 式 第 ３ 号 「 市 有 地 売 却 媒 介 申 請 書 」 及 び 様 式 第 ４  

 号 「 市 有 地 売 却 買 受 申 請 書 」 （ 買 受 希 望 者 か ら 入 手 ） を  

 添 付 し て く だ さ い 。  

 媒 介 契 約 は 締 結 後 ９ ０ 日 以 内 に 市 と 買 受 希 望 者 と の 間 で   

 売 買 契 約 が 締 結 さ れ な か っ た 場 合 に は 失 効 し ま す 。  

＊ 「 市 有 地 売 却 買 受 申 請 書 」 は 買 受 希 望 者 本 人 の 自 署 押 印  

 と し ， 以 下 の 書 類 を 添 付 し て く だ さ い 。  

 ・ 市 民 税 納 税 証 明 書  

 ・ 住 民 票 （ 法 人 の 場 合 は 法 人 登 記 簿 謄 本 ）  

 ・ そ の 他 柏 市 が 指 定 す る 書 類  

 買 受 申 請 受 理 後 に 市 か ら 買 受 希 望 者 へ の 売 買 契 約 手 続 き  

 に 関 す る 説 明 を 行 う に あ た り ， 必 要 な 協 力 を 行 っ て く だ  

 さ い 。  
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④ 売 買 契 約 の 締 結  

 市 と 買 受 希 望 者 と が 行 う 売 買 契 約 の 締 結 日 時 に つ い て ，  

 双 方 の 調 整 を 行 っ て く だ さ い 。  

 

⑤ 媒 介 報 酬 の 支 払 い 要 件 及 び 時 期  

 売 買 代 金 の 完 納 及 び 登 記 申 請 書 に 添 付 す る 書 面 の 提 出 が  

 確 認 さ れ ， 市 に よ る 所 有 権 移 転 嘱 託 登 記 が 終 了 し た 時 点  

 で 支 払 い が 可 能 と な り ま す 。  

 

⑥ 媒 介 報 酬 の 請 求  

 媒 介 報 酬 は ，当 該 媒 介 業 者 の 請 求 に 基 づ き 様 式 第 ７ 号「 市  

 有 地 売 却 媒 介 報 酬 請 求 書 」 に よ り 行 う も の と し ま す 。   

 

⑦ 媒 介 報 酬 の 支 払 い  

 所 有 権 移 転 登 記 の 完 了 後 ， 柏 市 か ら 連 絡 を 受 け た 当 該 業  

 者 は 上 記 請 求 書 に 必 要 事 項 を 記 入 し 契 約 書 に 押 印 し た も  

 の と 同 一 の 代 表 者 印 を 押 印 の う え 提 出 し て く だ さ い 。  

 請 求 書 の 提 出 後 ３ ０ 日 以 内 に 支 払 い ま す 。  

 

６  問 い 合 わ せ 先  

 柏 市 都 市 部 北 部 整 備 課   

 〒 ２ ７ ７ － ８ ５ ０ ５  

 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号  

 Ｔ Ｅ Ｌ  ０ ４ － ７ １ ６ ７ － １ ２ ４ ９  

 Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ － ７ １ ６ ７ － ２ ２ ６ ６  
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市 有 地 売 却 媒 介 協 定 書  

 

 柏 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 ） と 〇 〇 〇 （ 以 下 「 乙 」 と い

う 。 ） は 甲 の 所 有 地 （ 以 下 「 市 有 地 」 と い う 。 ） 売 却 の 媒

介 に 関 し ， 以 下 の と お り 協 定 を 締 結 す る 。  

 

（ 総 則 ）  

第 １ 条  甲 及 び 乙 は ， 各 々 の 社 会 的 使 命 を 踏 ま え ， か つ 双  

 方 の 信 義 ， 誠 実 の 原 則 に 鑑 み ， こ の 協 定 に 基 づ く 市 有 地  

 売 却 の 媒 介 に 関 し 提 携 ， 協 力 す る こ と に よ り ， 市 有 地 売  

 却 の 適 正 か つ 円 滑 な 推 進 と 宅 地 建 物 取 引 業 の 健 全 な 発 展  

 に 資 す る も の と す る 。 ま た ， 業 務 の 執 行 に あ た っ て は 媒  

 介 に お け る 社 会 的 信 頼 及 び 節 度 あ る 規 律 の 確 立 と 取 引 の  

 信 頼 性 及 び 安 全 性 の 確 保 に つ と め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 協 定 に お い て ， 「 媒 介 」 と は ， 乙 に 属 す る 宅  

 地 建 物 取 引 業 者 （ 以 下 「 媒 介 業 者 」 と い う 。 ） が ， 甲 に  

 対 し 売 却 地 の 買 受 希 望 者 を 紹 介 す る こ と を い う 。  

（ 媒 介 の 開 始 及 び 終 了 ）  

第 ３ 条  甲 は ， 市 有 地 売 却 の 媒 介 を 依 頼 す る と き は ， 当 該  

 市 有 地 の 売 却 価 格 等 の 売 却 条 件 を 付 し た 別 に 定 め る 書 類  

 を 乙 に 提 出 す る も の と す る 。   

 ２  媒 介 業 務 は ， 甲 と 買 受 希 望 者 の 間 に て 売 買 契 約 が 成  

 立 し 売 買 代 金 が 納 付 さ れ 所 有 権 移 転 登 記 が 完 了 し た と き  

 に 終 了 す る 。  

 ３  甲 は ， 媒 介 を 中 止 す る 必 要 が あ る と 認 め た と き は い  

 つ で も 乙 に そ の 旨 を 通 知 す る こ と が で き る 。  

 ４  乙 は ， 前 項 に 規 定 す る 通 知 が あ っ た と き は ， 会 員 で  

 あ る 媒 介 業 者 に そ の 旨 を 通 知 す る 。  

（ 媒 介 契 約 の 締 結 ）  

第 ４ 条  媒 介 業 者 が 甲 に 対 し 購 入 者 の 紹 介 を 行 お う と す る  

 場 合 に は ， 甲 と 媒 介 業 者 と は あ ら か じ め 市 有 地 売 却 の 媒  

別 紙 １  
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 介 に 関 す る 契 約 （ 以 下 「 媒 介 契 約 」 と い う 。 ） を 締 結 す  

 る も の と す る 。 ま た ， 甲 は 当 該 契 約 締 結 後 ， そ の 結 果 を  

 乙 に 連 絡 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 契 約 を す る と き に は ， 媒 介 業 者 は 別 に 定 め る  

買 受 希 望 者 か ら の 買 受 申 請 書 及 び 媒 介 申 請 書 を 甲 に 提 出  

す る も の と す る 。  

 ３  媒 介 業 者 は ， 前 項 の 市 有 地 売 却 の 媒 介 申 請 書 の 提 出  

 後 に お い て ， そ の 媒 介 を 中 止 す る 場 合 は 、 甲 に 連 絡 す る  

 と と も に ， 別 に 定 め る 市 有 地 売 却 の 媒 介 申 請 取 下 書 及 び  

 市 有 地 買 受 申 請 取 下 書 を 甲 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 土 地 売 買 契 約 の 締 結 ）  

第 ５ 条  甲 と 買 受 希 望 者 と が 行 う 市 有 地 売 買 契 約 に あ た り  

 媒 介 業 者 は 当 該 売 買 契 約 の 締 結 に 係 る 双 方 の 契 約 準 備 に  

 協 力 す る と と も に ， 契 約 締 結 に 際 し 立 ち 会 う も の と す る 。 

（ 媒 介 報 酬 の 額 ）   

第 ６ 条  市 有 地 売 却 の 媒 介 に 係 る 報 酬 （ 以 下 「 媒 介 報 酬 」  

 と い う 。 ） の 額 は ， 市 有 地 の 売 却 価 格 を 次 の 表 の 左 欄 に  

 掲 げ る 金 額 に 区 分 し ， そ れ ぞ れ の 金 額 に 同 表 の 右 欄 に 掲  

 げ る 割 合 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 合 計 し た 金 額 （ １ ， ０ ０ ０  

 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は ， 当 該 端 数 を 切 り 捨 て た 金  

 額 ） と す る 。  

土 地 代 金  割 合  

２ ０ ０ 万 円 以 下  １ ０ ０ 分 の ５  

２ ０ ０ 万 円 超 ４ ０ ０ 万 円 以 下  １ ０ ０ 分 の ４  

４ ０ ０ 万 円 超 ５ ， ０ ０ ０ 万 円 以 下  １ ０ ０ 分 の ３  

５ ， ０ ０ ０ 万 円 超  １ ０ ０ 分 の ２  

（ 注 ） 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 課 税 業 者 に あ っ て は ， 消 費  

 税 に 相 当 す る 額 を 別 途 加 算 す る も の と す る 。  

（ 申 込 者 に 対 す る 媒 介 報 酬 の 請 求 の 禁 止 ）   

第 ７ 条  媒 介 業 者 は ， 申 込 者 に 対 し 媒 介 報 酬 を 請 求 す る こ  

 と が で き な い も の と す る 。   
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（ 媒 介 契 約 の 解 除 ）   

第 ８ 条  甲 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 第  

 ４ 条 に 規 定 す る 媒 介 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。   

 ( 1 )  媒 介 業 者 が ， 市 有 地 売 却 の 媒 介 に つ い て ， 信 義 を 旨  

  と し 誠 実 に 遂 行 す る 義 務 に 違 反 し た と き 。   

 ( 2 )  媒 介 業 者 が ， 媒 介 契 約 に 係 る 重 要 な 事 項 に つ い て 故  

  意 若 し く は 重 過 失 に よ り 事 実 を 告 げ ず ， 又 は 不 実 な こ  

  と を 告 げ る 行 為 を し た と き 。   

 ( 3 )  媒 介 業 者 が ， 宅 地 建 物 取 引 業 に 関 し て 不 正 又 は 著 し  

  く 不 当 な 行 為 を し た と き 。   

 ( 4 )  媒 介 業 者 が ， 媒 介 契 約 の 履 行 を し な い と き 。  

 ( 5 )  そ の 他 の 事 情 に よ り 市 有 地 売 却 の 媒 介 が 不 要 に な っ  

  た と き 。   

 ２  甲 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 媒 介 契 約 を 解 除 す る 場 合 は ， 

 速 や か に そ の 旨 を 媒 介 業 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 ３  本 条 第 １ 項 各 号 の 規 定 に よ り 媒 介 契 約 が 解 除 さ れ た  

 場 合 に お い て ， 媒 介 業 者 は こ れ に 係 る 報 酬 及 び 費 用 償 還  

 の 請 求 を す る こ と が で き な い 。   

（ 苦 情 紛 争 の 処 理 ）   

第 ９ 条  こ の 協 定 に 基 づ く 業 務 に 関 し て 苦 情 又 は 紛 争 が 発  

 生 し た 場 合 は ， 甲 及 び 乙 が 協 議 し た 上 で ， 乙 の 責 任 に お  

 い て 処 理 す る も の と す る 。  

（ 業 務 運 営 規 則 ）   

第 １ ０ 条  甲 は ， こ の 協 定 に 基 づ く 業 務 を 適 正 か つ 円 滑 に  

 遂 行 す る た め ， 業 務 運 営 規 則 を 定 め る も の と す る 。   

 ２  前 項 の 業 務 運 営 規 則 は ， 甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る  

 も の と し ， こ れ を 変 更 す る 場 合 も 同 様 と す る 。   

（ 協 定 の 解 除 ）   

第 １ １ 条  甲 は ， 乙 が こ の 協 定 に 基 づ く 業 務 に 関 し 不 正 又  

 は 不 誠 実 な 行 為 を し た と き は ， こ の 協 定 を 解 除 す る こ と  

 が で き る 。   

 ２  甲 又 は 乙 は ， こ の 協 定 に 基 づ く 業 務 の 履 行 の 必 要 が  
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 な く な っ た と 判 断 し た と き は ， 双 方 協 議 の 上 ， こ の 協 定  

 を 解 除 す る も の と す る 。  

（ 経 費 の 負 担 ）   

第 １ ２ 条  こ の 協 定 に 基 づ き 乙 が 行 う 行 為 に 要 す る 経 費 は ， 

 乙 の 負 担 と す る 。   

（ 有 効 期 間 ）   

第 １ ３ 条  こ の 協 定 の 有 効 期 間 は ， こ の 協 定 を 締 結 し た 日  

 か ら 令 和 〇 年 〇 月 〇 〇 日 ま で と す る 。 た だ し ， そ の 満 了  

 す る 日 の ３ ０ 日 前 ま で に 甲 又 は 乙 か ら 特 段 の 意 思 表 示 が  

 な い 場 合 は ， そ の 満 了 す る 日 か ら さ ら に １ 年 延 長 す る も  

 の と し ， 以 後 同 様 と す る 。   

（ 管 轄 裁 判 所 ）   

第 １ ４ 条  こ の 協 定 に 関 し て 訴 訟 等 が 生 じ た 場 合 は ， 甲 の  

 所 在 地 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 第 １ 審 の 裁 判 所 と す る 。   

（ 協 議 事 項 ）   

第 １ ５ 条  こ の 協 定 に 疑 義 が 生 じ た と き ， 又 は こ の 協 定 に  

 定 め の な い 事 項 に つ い て は ， 甲 及 び 乙 が 協 議 し て 定 め る  

 の も と す る 。  

 

 こ の 協 定 の 締 結 を 証 す る た め ， 協 定 書 ２ 通 を 作 成 し ， 甲

及 び 乙 が 記 名 押 印 を し て ， 各 １ 通 を 保 有 す る も の と す る 。   

 

 

  令 和 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日  

  

    甲  千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号   

      柏 市  

      柏 市 長   秋  山  浩  保      

 

 

    乙  
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市 有 地 売 却 媒 介 業 務 運 営 規 則  

 

 柏 市 （ 以 下 「 甲 」 と い う 。 ） と 〇 〇 〇 （ 以 下 「 乙 」 と い

う 。 ） が 締 結 し た 市 有 地 売 却 媒 介 協 定 書 （ 以 下 「 協 定 書 」

と い う 。 ） 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 以 下 の と お り

業 務 運 営 規 則 （ 以 下 「 運 営 規 則 」 と い う 。 ） を 定 め る 。  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 運 営 規 則 は ， 協 定 書 第 １ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に  

 基 づ き 媒 介 業 務 の 適 正 か つ 円 滑 な 遂 行 に 資 す る た め 市 有  

 地 売 却 の 媒 介 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 媒 介 の 依 頼 ）  

第 ２ 条  甲 は ， 協 定 書 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 有 地 売 却  

 の 媒 介 を 依 頼 す る と き は ， 市 有 地 売 却 媒 介 依 頼 書 （ 様 式  

 第 １ 号 ） を 乙 に 提 出 す る も の と す る 。  

（ 媒 介 契 約 書 ）  

第 ３ 条  協 定 書 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 媒 介 契 約 は ， 市 有  

 地 売 却 媒 介 契 約 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 行 う 。  

  契 約 に 際 し ， 媒 介 業 者 は 市 有 地 売 却 媒 介 申 請 書 （ 様 式  

 第 ３ 号 ） 及 び 買 受 希 望 者 か ら の 市 有 地 買 受 申 請 書 （ 様 式  

 第 ４ 号 ） を 甲 に 提 出 す る も の と す る 。  

 ２  協 定 書 第 ４ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 媒 介 を 中 止 す る 場  

 合 に は 市 有 地 売 却 媒 介 申 請 取 下 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） 及 び 市  

 有 地 買 受 申 請 取 下 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 甲 に 提 出 す る も の  

 と す る 。  

（ 媒 介 報 酬 の 請 求 ）   

第 ４ 条  協 定 書 第 ６ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 報 酬 を 請 求 す る と  

 き は ， 市 有 地 売 却 媒 介 報 酬 請 求 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り  

 行 う 。  

（ 媒 介 契 約 の 失 効 ）  

第 ５ 条  媒 介 契 約 は ， 原 則 と し て 媒 介 契 約 締 結 後 ， ９ ０ 日  

 以 内 に 協 定 書 第 ５ 条 の 売 買 契 約 が 締 結 さ れ な か っ た 場 合  

別 紙 ２  
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 に は 失 効 す る も の と す る 。   

 こ の 業 務 運 営 規 則 を 定 め た こ と を 証 す る た め ， 本 書 ２ 通

を 作 成 し ， 甲 及 び 乙 が 記 名 押 印 を し て ， 各 １ 通 を 保 有 す る

も の と す る 。   

 

 

  令 和 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日  

  

    甲  千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 １ ０ 番 １ 号   

      柏 市  

      柏 市 長   秋  山  浩  保      

 

 

    乙  
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様 式 第 １ 号  

                 令 和  年  月  日  

 

 一 般 社 団 法 人  

  千 葉 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会  様  

 

 

                柏 市 長  秋 山  浩 保  

                

 

市 有 地 売 却 媒 介 依 頼 書  

 

 下 記 の 市 有 地 売 却 の 媒 介 に つ い て ， 市 有 地 売 却 媒 介 協 定

書 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 依 頼 し ま す 。  

 

記  

 

１  媒 介 依 頼 市 有 地  

所 在  地 目  地 積 （ ㎡ ）  売 却 価 額（ 円 ） 

    

 

 

２  媒 介 依 頼 期 間  

  年  月  日 ～  年  月  日  

 

３  添 付 書 類  

  ・ 位 置 図  

  ・ 物 件 調 書  
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様式第２号 

 

市有地売却媒介契約書 

 

柏市長       （以下「甲」という。）と              （以

下「丙」という。）とは、市有地売却媒介協定書（以下「協定書」という。）第

４条の規定に基づき、次のとおり市有地売却の媒介に関する契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 甲及び丙は、双方の信義、誠実の原則に基づき、市有地売却の適正かつ

円滑な推進に資するものとする。 

（契約の趣旨） 

第２条 丙は、末尾記載の土地（以下「市有地」という。）を甲が売却するにあ

たり、市有地の買受を希望する者と甲との売買契約の媒介を行うものとする。 

（業務の内容及び媒介報酬の支払い） 

第３条 丙は、末尾記載の市有地について、甲が売買契約を締結することができ

るよう買受希望者との媒介を行い、次の書類を甲に提出するものとする。 

(1)市有地売却媒介申請書（様式第３号） 

(2)市有地買受申請書（様式第４号） 

(3) その他甲が指示する書類 

２ 丙は前条に定める書類の提出後においてその媒介を中止する場合は、直ちに

甲に連絡すると共に、市有地売却媒介申請取下書（様式第５号）及び市有地買

受申請取下書（様式第６号）を提出するものとする。 

３ 甲は、売買代金が全額納付され所有権移転登記が完了した後、丙からの請求

に基づき、請求書を受理した日から３０日以内に媒介報酬を支払うものとする。 

（媒介報酬の額） 

第４条 前条第３項の媒介報酬の額は、協定書第６条の規定により算出した額と

する。 

（申込者への報酬請求の禁止） 

第５条 丙は、申込者に対し媒介報酬を請求することができないものとする。 

（甲の解除権） 

第６条 甲は、協定書第８条第 1 項に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、

この契約を解除することができる。 

（苦情紛争の処理） 

第７条 丙は、甲に対し市有地売却の媒介を行うにあたり、第三者との間に苦情

又は紛争が発生した場合は、丙の責任において処理するものとする。 
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（個人情報の保護） 

第８条 丙は、個人情報を収集するにあたっては、当該個人情報を取り扱う事務

の利用の目的（以下「利用目的」という。）を明確にし、当該利用目的を達成

するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

２ 丙は、法令等に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために収集した個

人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

３ 丙は、本業務の実施にあたり知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

（契約の失効） 

第９条 この契約は、この契約を締結した日から９０日以内に売買契約が締結さ

れない場合には失効するものとする。ただし、甲がやむを得ない事情があると

認めるときは、これを延長することができる。 

（費用負担） 

第１０条 この契約の締結に要する費用は、丙の負担とする。 

（損害賠償） 

第１１条 丙は、協定書及びこの契約に定める義務を履行しないため、又は第９

条の規定により契約が失効となったために甲に損害を与えたときは、その損害

を賠償するものとする。 

（協議事項） 

第１２条 この契約に疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項につい

ては、甲及び丙が協議して定めるものとする。 

 

この契約の締結を証するため、契約書を２通作成し、甲及び丙が記名押印をし

て、各自１通を保有するものとする。 

 

   年  月  日 

 

甲  柏市柏五丁目１０番１号 

            柏 市 長   秋 山 浩 保       ㊞ 

 

       丙                        ㊞ 

 

  

市有地の表示 

所在地 地目 地積（㎡） 売却価格（円） 
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様 式 第 ３ 号  

                 令 和  年  月  日  

 

柏 市 長  秋 山  浩 保  様  

 

 

             住 所  

             団 体 所 属 会 員 業 者 名  

             代 表 者 名         印  

             

                

 

市 有 地 売 却 媒 介 申 請 書  

 

 下 記 の 市 有 地 売 却 の 媒 介 に つ い て ， 市 有 地 売 却 媒 介 協 定

書 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 申 請 し ま す 。  

 

記  

 

１  媒 介 申 請 市 有 地  

 所 在  地 目  地 積 （ ㎡ ）  売 却 価 額（ 円 ） 

 

 

    

 

 

２  市 有 地 買 受 希 望 者  

  住 所  

  氏 名  

  電 話 番 号  
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様 式 第 ４ 号  

                 令 和  年  月  日  

 

柏 市 長  秋 山  浩 保  様  

 

 

             住 所  

             氏 名          印  

             電 話 番 号  

                

 

市 有 地 買 受 申 請 書  

 

 下 記 の 市 有 地 に つ い て ， 払 い 下 げ を 希 望 し ま す の で 市 有

地 売 却 媒 介 協 定 書 第 ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 申 請 い た し ま

す 。  

 

記  

 

１  買 受 希 望 市 有 地  

所 在  地 目  地 積 （ ㎡ ）  売 却 価 額（ 円 ） 

 

 

   

 

 

２  添 付 書 類  

 （ １ ） 市 民 税 納 税 証 明 書  

   （ 直 近 の ２ ヵ 年 分 又 は 未 納 が 無 い こ と の 証 明 書 ）  

 （ ２ ） 住 民 票 謄 本 （ 法 人 の 場 合 は 法 人 登 記 簿 謄 本 ）  
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様 式 第 ５ 号  

                 令 和  年  月  日  

 

柏 市 長  秋 山  浩 保  様  

 

 

             住 所  

 

             団 体 所 属 会 員 業 者 名  

 

             代 表 者 名         印  

             

                

 

市 有 地 売 却 媒 介 申 請 取 下 書  

 

 年  月  日 付 け で 申 請 し た 下 記 の 市 有 地 売 却 の 媒 介 に つ

い て ， 取 り 下 げ し た い の で 市 有 地 売 却 媒 介 協 定 書 第 ４ 条 第

３ 項 の 規 定 に よ り 取 下 書 を 提 出 し ま す 。  

 

記  

 

１  媒 介 申 請 を 取 り 下 げ る 市 有 地  

番 号  所 在  地 目  地 積 （ ㎡ ）  売 却 価 額 （ 円 ）  

 

 

    

 

２  市 有 地 買 受 希 望 者  

  住 所  

  氏 名  

  電 話 番 号  
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様 式 第 ６ 号  

                 令 和  年  月  日  

 

柏 市 長  秋 山  浩 保  様  

 

 

             住 所  

 

             氏 名           印  

 

             電 話 番 号  

                

 

市 有 地 買 受 申 請 取 下 書  

 

 年  月  日 付 け 買 受 申 請 し た 下 記 の 市 有 地 に つ い て ， 取

り 下 げ し ま す 。  

 

記  

 

買 受 申 請 を 取 り 下 げ る 市 有 地  

番 号  所 在  地 目  地 積 （ ㎡ ）  売 却 価 額  
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様 式 第 ７ 号  

令 和  年  月  日   

柏 市 長  秋  山  浩  保   様  

                                                    

              住 所  

              会 社 名  

              代 表 者 名       印  

 

市 有 地 売 却 媒 介 報 酬 請 求 書  

 

 令 和  年  月  日 に 締 結 し た 、 市 有 地 売 却 媒 介 契 約 に 基 づ く

媒 介 報 酬 と し て 次 の 金 額 を 請 求 し ま す 。  

 

  金           円  

 （ う ち 、 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 相 当 分 金        円 ）  

振 込 先 金 融 機 関 口 座 名        銀 行      支 店  

口 座 種 別 ／ 口 座 番 号  普 通 ・ 当 座  ／  

フ リ ガ ナ   

口 座 名 義 人   

 

売 却 地 所 在 地 積 （ ㎡ ）   

購 入 者 住 所  氏 名   

契 約 金 額 （ 円 ）   

＊ 請 求 内 容 内 訳  

（ 媒 介 報 酬 額 算 定 基 準 額 ）              円    

2 0 0  万 円 以 下 の 報 酬 金 額                   円  

2 0 0  万 円 超 4 0 0万 円 以 下 の 報 酬 金 額               円  

4 0 0  万 円 超 5 , 0 0 0万 円 以 下 の 報 酬 金 額         円  

5 , 0 0 0  万 円 超 の 報 酬 金 額                           円  

小  計 （ 1 , 0 0 0  円 未 満 端 数 切 捨 て ）          円  

 消 費 税 額 （ 課 税 事 業 者 の 場 合 の み ）         円  

媒 介 報 酬 金 額 計                   円  


